
<死亡弔慰金　保険金一覧>

会員の配偶者が死亡した場合 　　           　　        50,000円
会員の子が死亡した場合　　                              　   20,000円
会員および配偶者の親が死亡した場合 　　　　  10,000円
会員の同居親族が住宅災害により死亡した場合   10,000円
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死亡弔慰金  

事由確定日は

死亡日

をご記入ください。

　会員の同居親族が住宅災害により

死亡した場合、死亡診断書（写し可）

　　を別途お付けください。

・会員の配偶者が死亡した場合は 400 配偶者に 〇

・会員の子が死亡した場合は 　　　 401 子に  〇

・会員および配偶者の親が死亡した場合は 402 親に 〇
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記入例


